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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成28年3月10日(2016.3.10)

【公表番号】特表2015-506960(P2015-506960A)
【公表日】平成27年3月5日(2015.3.5)
【年通号数】公開・登録公報2015-015
【出願番号】特願2014-555666(P2014-555666)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｋ   7/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  13/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  27/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｋ    7/06     ＺＮＡ　
   Ａ６１Ｐ    9/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ    9/04     　　　　
   Ａ６１Ｐ    9/10     １０３　
   Ａ６１Ｐ    9/12     　　　　
   Ａ６１Ｐ   13/12     　　　　
   Ａ６１Ｐ   27/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   25/06     　　　　
   Ａ６１Ｋ   37/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   31/12     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月22日(2016.1.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｓａｒ－Ｚｚ－Ｖａｌ－Ａａ－Ｘｘ－Ｈｉｓ－Ｂｂ－Ｙｙ（配列番号２５）の配列
（ここで、
　Ｚｚは、ＡｒｇまたはＭｅｔであり；
　Ａａは、ＴｙｒまたはＤ－Ｃｙｓであり；
　Ｘｘは、Ｐｒｏ、ＮＭｅＩｌｅ、Ｉｌｅ、ｃｙＨｅｎ、ｃｙＰｅｎ、ＡＡ０１、ＡＡ０
２、またはＡＡ０３であり；
　Ｂｂは、Ｐｒｏ、Ｃｙｓ、Ｐｒｏ－ＮＨ－ｉＰｒ、Ｐｒｏ－ＮＨ－ネオペンチル、Ｐｒ
ｏ－ＮＨ－Ｅｔ、またはＰｒｏ－ＮＨ－Ｍｅであり；
　Ｙｙは、任意のアミノ酸残基、Ｄ－Ａｌａ、ＡＡ０１、ＡＡ０２、ＡＡ０３、または不
存在であり；
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　但し、ＡａがＴｙｒであり、およびＸｘがＩｌｅであるなら、Ｂｂは、Ｐｒｏ、Ｐｒｏ
－ＮＨ－ｉＰｒ、Ｐｒｏ－ＮＨ－ネオペンチル、Ｐｒｏ－ＮＨ－Ｅｔ、またはＰｒｏ－Ｎ
Ｈ－Ｍｅではない）
を含むペプチドまたはペプチド模倣体。
【請求項２】
　Ｙｙは、アラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン、メチオニ
ン、フェニルアラニン、グリシン、アスパラギン酸、リシン、アスパラギン、グルタミン
酸、トリプトファン、プロリン、チロシン、またはヒスチジンである、請求項１に記載の
ペプチドまたはペプチド模倣体。
【請求項３】
　Ｙｙは、ＡＡ０１、ＡＡ０２、またはＡＡ０３である、請求項１に記載のペプチドまた
はペプチド模倣体。
【請求項４】
　Ｘｘは、ＡＡ０１、ＡＡ０２、ＡＡ０３、ｃｙＨｅｘ、ｃｙＰｅｎ、プロリン、Ｎ－メ
チル－イソロイシン、またはイソロイシンである、請求項１～３のいずれか１項に記載の
ペプチドまたはペプチド模倣体。
【請求項５】
　Ｂｂは、Ｐｒｏ、Ｃｙｓ、Ｐｒｏ－ＮＨ－ｉＰｒ、Ｐｒｏ－ＮＨ－ネオペンチル、Ｐｒ
ｏ－ＮＨ－Ｅｔ、またはＰｒｏ－ＮＨ－Ｍｅである、請求項１～４のいずれか１項に記載
のペプチドまた
はペプチド模倣体。
【請求項６】
　Ｘｘはプロリンであり、およびＹｙは、アラニン、Ｄ－アラニン、イソロイシン、ロイ
シン、バリン、トレオニン、セリン、メチオニン、またはフェニルアラニンである、請求
項１または２に記載のペプチドまたはペプチド模倣体。
【請求項７】
　ＸｘはｃｙＨｅｘであり、およびＹｙは、ＡＡ０１、ＡＡ０２、ＡＡ０３、アラニン、
イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン、メチオニン、フェニルアラニン
、または不存在である；または
　ＸｘはｃｙＰｅｎであり、およびＹｙは、ＡＡ０１、ＡＡ０２、ＡＡ０３、アラニン、
イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン、メチオニン、フェニルアラニン
、または不存在である；
請求項１または２に記載のペプチドまたはペプチド模倣体。
【請求項８】
　ＸｘはＡＡ０１であり、およびＹｙは、ＡＡ０１、ＡＡ０２、ＡＡ０３、アラニン、イ
ソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン、メチオニン、フェニルアラニン、
または不存在である；
　ＸｘはＡＡ０２であり、およびＹｙは、ＡＡ０１、ＡＡ０２、ＡＡ０３、アラニン、イ
ソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン、メチオニン、フェニルアラニン、
または不存在である；または
　ＸｘはＡＡ０３であり、およびＹｙは、ＡＡ０１、ＡＡ０２、ＡＡ０３、アラニン、イ
ソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン、メチオニン、フェニルアラニン、
または不存在である；
請求項１または２に記載のペプチドまたはペプチド模倣体。
【請求項９】
　Ｙｙは、アラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン、メチオニ
ン、またはフェニルアラニンである、請求項８に記載のペプチドまたはペプチド模倣体。
【請求項１０】
　Ｘｘは、ＩｌｅまたはＮＭｅＩｌｅであり、およびＹｙは、ＡＡ０１、ＡＡ０２、ＡＡ
０３、アラニン、Ｄ－アラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン
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、メチオニン、フェニルアラニン、または不存在である、請求項１または２に記載のペプ
チドまたはペプチド模倣体。
【請求項１１】
　Ｙｙは、Ｄ－アラニンまたは不存在であり、および／またはＢｂはシステインである、
請求項１０に記載のペプチドまたはペプチド模倣体。
【請求項１２】
　ペプチドまたはペプチド模倣体は、配列番号１～２４および２９～６０からなる群から
選択される配列を含む、請求項１に記載のペプチドまたはペプチド模倣体。
【請求項１３】
　Ｓａｒ－Ａｒｇ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｐｒｏ－Ｈｉｓ－Ｐｒｏ－Ｙｙ（配列番号２６）の
配列：
（ここで、Ｙｙは、アラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン、
メチオニン、フェニルアラニン、グリシン、アスパラギン酸、リシン、アスパラギン、グ
ルタミン酸、トリプトファン、プロリン、チロシン、またはヒスチジンである）；
　Ｓａｒ－Ｚｚ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－ｃｙＨｅｘ－Ｈｉｓ－Ｂｂ－Ｙｙ（配列番号２７）の
配列：
（ここで、
　Ｚｚは、アルギニン、またはメチオニンであり、
　Ｂｂは、Ｐｒｏ、Ｐｒｏ－ＮＨ－ｉ－Ｐｒ、Ｐｒｏ－ＮＨ－ネオペンチル、Ｐｒｏ－Ｎ
Ｈ－Ｅｔ、またはＰｒｏ－ＮＨ－Ｍｅであり、および
　Ｙｙは、アラニン、Ｄ－アラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セ
リン、メチオニン、フェニルアラニン、グリシン、アスパラギン酸、リシン、アスパラギ
ン、グルタミン酸、トリプトファン、プロリン、チロシン、ヒスチジン、または不存在で
ある）；
　Ｓａｒ－Ａｒｇ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－ｃｙＰｅｎ－Ｈｉｓ－Ｐｒｏ－Ｙｙ（配列番号２８
）の配列：
（ここで、Ｙｙは、アラニン、Ｄ－アラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオ
ニン、セリン、メチオニン、フェニルアラニン、グリシン、アスパラギン酸、リシン、ア
スパラギン、グルタミン酸、トリプトファン、プロリン、チロシン、またはヒスチジンで
ある）；
　Ｓａｒ－Ａｒｇ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－ＡＡ０１－Ｈｉｓ－Ｐｒｏ－Ｙｙ（配列番号６１）
の配列：
（ここで、Ｙｙは、アラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン、
メチオニン、フェニルアラニン、グリシン、アスパラギン酸、リシン、アスパラギン、グ
ルタミン酸、トリプトファン、プロリン、チロシン、ヒスチジン、または不存在である）
；
　Ｓａｒ－Ａｒｇ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－ＡＡ０２－Ｈｉｓ－Ｐｒｏ－Ｙｙ（配列番号６２）
の配列：
（ここで、Ｙｙは、アラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン、
メチオニン、フェニルアラニン、グリシン、アスパラギン酸、リシン、アスパラギン、グ
ルタミン酸、トリプトファン、プロリン、チロシン、ヒスチジン、または不存在である）
；
　Ｓａｒ－Ａｒｇ－Ｖａｌ－Ｄ－Ｃｙｓ－Ｉｌｅ－Ｈｉｓ－Ｃｙｓ－Ｙｙ（配列番号６３
）の配列：
（ここで、Ｙｙは、アラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、セリン、
メチオニン、フェニルアラニン、グリシン、アスパラギン酸、リシン、アスパラギン、グ
ルタミン酸、トリプトファン、プロリン、チロシン、ヒスチジン、または不存在である）
；または
　Ｓａｒ－Ａｒｇ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－ＮＭｅＩｌｅ－Ｈｉｓ－Ｐｒｏ－Ｙｙ（配列番号６
４）の配列：
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（ここで、Ｙｙは、アラニン、Ｄ－アラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオ
ニン、セリン、メチオニン、フェニルアラニン、グリシン、アスパラギン酸、リシン、ア
スパラギン、グルタミン酸、トリプトファン、プロリン、チロシン、またはヒスチジンで
ある）；
を含む、請求項１に記載のペプチドまたはペプチド模倣体。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の１つまたはそれ以上のペプチドまたはペプチド
模倣体、ならびに薬学上許容される担体を含む医薬組成物。
【請求項１５】
　心血管障害の治療のための医薬の製造のための、請求項１～１３のいずれか１項に記載
の１つまたはそれ以上のペプチドまたはペプチド模倣体の使用。
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